セミナー開催のお知らせ
　　　「事業承継」にあたり密接な関係にある「相続税法」が改正されました。

今回は若干の改正となっておりますが、「改正相続税法」を実務面から理解し「事業承継」に役立てるセミナーです。講師には資産税関係の税理士さん、「事業承継」のベテランをお呼びして、質疑にも応えて頂くよう企画いたしました。

ふるってご参加ください。
　
日　時：4月16日（木）午後6時30分～（受付：6時～）
場　所：『大阪府商工会館』６階

（地下鉄御堂筋線「本町駅」17番出口）
大阪市中央区南本町4－3－6

テーマ：「改正相続税法と事業承継」
講　師：税理士　疋田英司氏
大阪中小企業投資育成株式会社　千葉晋士氏
　　　　　　　会　費：ＴＳＢ会員　無料

　　　　　　　　　　　非会員　　　１グループ3,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

セミナー参加申込書　　　　　　FAX　06-6209-3232
	会社名
	
	会　員

	住　所
	
	

	電話番号
	
	非会員

	参加人数
	名
	


（地図）
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